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＊基本報酬とは、計画を作成した後に請求する、「サービス利用支援費」「障害児支援利

用援助費」、モニタリングを行った後に請求する「継続サービス利用支援費」「継続障害

児支援利用援助費」のこと。 
 

（例）Ｒ6.4.3に計画作成。 

変更があり、Ｒ6.4.15にモニタリング

実施、Ｒ6.4.20 に計画作成し、サー

ビス利用支援を請求する場合、サー

ビス利用支援費としては、Ｒ6.4.3 か

Ｒ6.4.20 のどちらか一方しか請求

できない。継続サービス利用支援に

関しても同様に同月に2回以上実施

しても、1回分しか請求できない。 

（例 1）R6.4.3にモニタリング実施、

R6.4.15に計画作成した場合、

R6.4.15のサービス利用支援費の

みが R6.５月に請求可能になる。 

 

（例 2）Ｒ6.4.20にモニタリング実

施、Ｒ6.5.10に計画作成し、サービ

ス利用支援を請求した場合、Ｒ

6.5.10のサービス利用支援費のみ

が R6.6月請求可能になる。 

（例 1）Ｒ6.4.3に本計画作成し、Ｒ

6.4.25にモニタリング実施した場

合、サービス利用支援費と継続サー

ビス利用支援費の両方を算定でき

る。 

 

（例２）Ｒ6.4.3 に体験利用のための

本計画作成し、翌月以降のサービス

利用をどうするか検討するためのモ

ニタリングを実施した場合、サービス

利用支援費と継続サービス利用支

援費の両方を算定できる。 

＊ただし、計画書・受給者証にモニタ

リング月が記載されていることが大

前提である。 
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※1 サービス利用支援費が算定されている場合は算定可能。 

※2 継続サービス利用支援費が算定されている場合は算定可能。 

※3 機能強化型（継続）サービス利用支援費Ⅰ又は機能強化型（継続）サービス利用支援費Ⅱの場合のみ算定可能。 
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体制加算について 

（⾏動障害⽀援体制加算、要医療児者⽀援体制加算、精神障害者⽀援体制加算、高次脳機能

障害支援体制加算） 

《体制加算の請求の流れの例》 

Ｒ6.4.15   → Ｒ6.5.1～Ｒ6.5.30 →  Ｒ6.6.10 まで  →  Ｒ6.7.15 

 

《体制加算取得の例》 

Ｒ6.4.15 までに取得した分の体制加算の届出を行う。 

◎行動障害支援体制加算は、強度行動障害支援者養成研修（実践研修）を修了 

◎要医療児者支援体制加算は、医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了 

◎精神障害者支援体制加算は、地域生活支援事業による精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援

技法等に関する研修を修了 

◎高次脳機能障害支援体制加算は、高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体制加算届出提出 計画相談支援実施 請求受理の可否メー
ルが国保連から届く 

各研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表 

かつ、当該相談支援専門員により、各

対象児者（強度行動障がい児者・医

療的ケア児者・精神障がい者・高次

脳機能障がい者）に対して現に指定

計画相談支援を行っている場合 

各対象児者（強度行動障がい児者・

医療的ケア児者・精神障がい者・高

次脳機能障がい者）がいない場合 

（Ⅰ）６０単位/月 （Ⅱ）３０単位/月 

体制加算をつけた上
で国保連へ請求 
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（例） 

⾏動障害⽀援体制加算（Ⅰ）、要医療児者⽀援体制加算（Ⅱ）、精神障害者⽀援体制加算（Ⅰ） 

を取得した場合で考えてみます。 

サービス利用支援費（1）機能強化型：無の場合 

Ｒ6.5.1～R6.5.30 

  計画相談支援サービス利用支援費｛1,572 単位+（60 単位+30 単位+60 単位）｝×〇件 

      継続サービス利用支援費｛1,308 単位+（60 単位+30 単位+60 単位）｝×〇件 

障害児相談支援サービス利用支援費｛1,766 単位+（60 単位+30 単位+60 単位）｝×〇件 

     継続サービス利用支援費｛1,448 単位+（60 単位+30 単位+60 単位）｝×〇件 

 サービス提供時モニタリング加算 100 単位 × 〇件 

として、Ｒ6.6 月に請求を行う。 

＊単独加算分には体制加算は算定できないため要注意 

＊利用者の障がい種別に関係なく、届出以降は全てのサービス利用支援費、継続サービス利用支援費に

加算算定可能。(下記参照) 

 

 

令和6年4月時点

継続サービス利用支援費 （1）機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅰ） （1月につき1,761単位）
（2）機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅱ） （1月につき1,661単位）
（3）機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅲ） （1月につき1,558単位）
（4）機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅳ） （1月につき1,408単位）
（5）継続サービス利用支援費（Ⅰ） （1月につき1,308単位）
（6）継続サービス利用支援費（Ⅱ） （1月につき606単位）

（計画相談支援給付費）　基本部分

サービス利用支援費 （1）機能強化型サービス利用支援費（Ⅰ） （1月につき2,014単位）
（2）機能強化型サービス利用支援費（Ⅱ） （1月につき1,914単位）
（3）機能強化型サービス利用支援費（Ⅲ） （1月につき1,822単位）
（4）機能強化型サービス利用支援費（Ⅳ） （1月につき1,672単位）
（5）サービス利用支援費（Ⅰ） （1月につき1,572単位）
（6）サービス利用支援費（Ⅱ） （1月につき732単位）

（障害児相談支援給付費）　基本部分

サービス利用支援費 （1）機能強化型サービス利用支援費（Ⅰ） （1月につき2,201単位）
（2）機能強化型サービス利用支援費（Ⅱ） （1月につき2,101単位）
（3）機能強化型サービス利用支援費（Ⅲ） （1月につき2,016単位）
（4）機能強化型サービス利用支援費（Ⅳ） （1月につき1,866単位）
（5）サービス利用支援費（Ⅰ） （1月につき1,766単位）
（6）サービス利用支援費（Ⅱ） （1月につき815単位）

令和6年4月時点

継続サービス利用支援費 （1）機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅰ） （1月につき1,896単位）
（2）機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅱ） （1月につき1,796単位）
（3）機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅲ） （1月につき1,699単位）
（4）機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅳ） （1月につき1,548単位）
（5）継続サービス利用支援費（Ⅰ） （1月につき1,448単位）
（6）継続サービス利用支援費（Ⅱ） （1月につき662単位）
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初回加算の拡充について 

（計画相談⽀援 300 単位/⽉、障害児相談⽀援 500 単位/⽉） 

《初回加算取得の例》 

＊初めて計画相談支援、障がい児相談支援の福祉サービスを利用する方 

初回の計画作成後、請求時にこの初回加算（者：300 単位、児：500 単位）を請求可能。 

＊初めての計画相談支援利用であり契約後、計画案を提出するまでに 4 カ月以上要した方 

例）Ｒ5.4 月（1 か月目） 契約 

  Ｒ5.5 月（2 カ月目）  

  Ｒ5.6 月（3 カ月目）  

  Ｒ5.7 月（4 か月目）     

  Ｒ5.8 月（5 カ月目）  

Ｒ5.9 月（6 カ月目）     

                 ●者計画作成（初回加算請求 300 単位） 

                       + 

                  300 単位 × （最大）3 月分 ＝ 900 単位 

合計 1200 単位 請求可能 

 

  ●児計画作成（初回加算請求 500 単位） 

          + 

    500 単位 × （最大）3 月分 ＝ 1500 単位 

合計 2000 単位 請求可能 

 

＊障害児相談支援を利用していた障がい児が、計画相談支援を利用する場合 

  サービス利用支援費 ＋ 初回加算 300 単位 請求可能 

＊計画相談支援を利用していた障がい児が初めて障害児相談支援を利用する場合 

  サービス利用支援費 ＋ 初回加算 500 単位 請求可能 

 

＊障害児相談支援を利用していた障がい児が 18 歳になったが、年度末（〇年 3 月末）までは、引き続

き、障害児相談支援を利用する場合、障害児相談支援として請求する。この場合、翌年度開始時に計画

相談支援として初回加算請求可能                      

＊計画相談支援のみを利用していた障がい児が、18歳になり、        

そのまま計画相談支援を利用する場合、初回加算請求不可 

 

＊サービス等利用計画を作成する月の前６月間において、 

障がい福祉サービス又は地域相談支援を利用していない計画相談支援対象障害者等に対して指定サー

ビス利用支援を行った場合、初回加算請求可能 

 

月 2 回以上、居宅等を訪問し、利用者及びその家族と

面接を行った場合 

（月 1 回訪問した場合、残り 1 回はオンライン可） 

月１回訪問した場合、 

残り１回はオンライン可 

契約内容報告書の 

提出も必要ですよ～

平成 30 年度障害福祉

サービス等報酬改定

に関するＱ＆Ａ 

ＶＯＬ.1 問 81 

アセスメントは必須！！
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パターン１ 計画相談支援と福祉サービス終了月が同一。その後の初回加算が取得可能になる場合

相談支援事業所の契約終了、他サービスも利用終了 新たな相談支援事業所契約

終了モニタリング実施し、継続サービス支援費請求 計画作成し、初回加算取得可能

パターン２ 計画相談支援と福祉サービス終了月が異なる。その後の初回加算が取得可能になる場合

通所や居宅介護のサービス利用最終日 新たな相談支援事業所契約

計画相談支援　継続サービス支援費請求

パターン3 更新月に併せて相談支援事業所変更になった場合の請求について

同市Ｂ相談支援事業所と契約

更新する際の計画作成

パターン4 市外からの転入に伴う相談支援事業所変更した場合の請求について

パターン5 更新月以外での相談支援事業所変更した場合

市内のＡ相談支援事業所 市内のＢ相談支援事業所

更新月 モニタリング月 モニタリング月

相談支援事業所の変更

継続サービス支援費請求可、初回加算取得不可

＊市外の転出入に伴い、支給決定を行う市町村が変わった場合は、同一の月であっても、契約変更する前後

の両方の指定特定相談支援事業所がそれぞれ報酬算定できる。

Ｒ5.3 Ｒ5.4 Ｒ5.5 Ｒ5.6 Ｒ5.7 Ｒ5.8 Ｒ5.9 Ｒ5.10 Ｒ5.11

Ｒ5.10 Ｒ5.11

市外のＡ相談支援事業所 市外からの転入 市内のＢ相談支援事業所

継続サービス支援費請求可 サービス利用支援費請求可、初回加算取得不可

継続サービス支援費請求不可 サービス利用支援費請求可、初回加算取得不可

＊市内での転出入に伴い、契約する指定特定相談支援事業所が変更になっても、更新に伴う報酬の考え方は

変わらない。

Ｒ5.3 Ｒ5.4 Ｒ5.5 Ｒ5.6 Ｒ5.7 Ｒ5.8 Ｒ5.9

Ｒ5.9 Ｒ5.10 Ｒ5.11

同市のＡ相談支援事業所契約終了 更新月

最後のモニタリング実施

Ｒ5.10 Ｒ5.11

計画作成し、初回加算取得可能

（この時に終了モニタリングとしていた）

Ｒ5.3 Ｒ5.4 Ｒ5.5 Ｒ5.6 Ｒ5.7 Ｒ5.8

Ｒ5.9 Ｒ5.10 Ｒ5.11

Ｒ5.3 Ｒ5.4 Ｒ5.5 Ｒ5.6 Ｒ5.7 Ｒ5.8 Ｒ5.9

Ｒ5.3 Ｒ5.4 Ｒ5.5 Ｒ5.6 Ｒ5.7 Ｒ5.8

６カ月

ここからの６カ月

市外でサービス利用していた場合、サービス終了日の確

認は相談支援専門員がお願いします m(_ _)m

小技①相談支援事業所の変更は、モニタリング月に併せて行うと、Ｂ相談支援事業

所がアセスメント兼モニタリングできる！継続サービス支援費請求可

小技②Ｂ相談支援事業所がモニタリングの追加申請を行うと、モニタリング可能！

（引継ぎに伴う労力を報酬化できる！）
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居宅介護支援事業所等連携加算（計画相談支援）と 

保育・教育等移行支援加算（障がい児相談支援）について 

＊利用者の介護保険移行、進学、企業への就職等により障がい福祉サービス等の利用を終了する

のに伴って、計画相談支援・障がい児相談支援の利用を終了する前後のつなぎの支援 

（連携先については、P8参照） 

＊サービス利用終了前 2 回、サービス利用終了後 6 月以内を限度として、下記①～③についてそ

れぞれ月 1回を限度に算定可 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

※全ての要件を満たすのであれば、3 つ併せて算定可能 

（150 単位+300 単位+300 単位＝700 単位） 

 

＊入院時情報連携加算、退院・退所加算を算定している月は算定不可。 

 

＊計画相談支援対象障がい者等が障がい福祉サービス等の利用を終了した日から起算して 6 月以内にお

いて、算定可能。（算定の仕方については、P8 参照） 

 

 

 

継続サービス利用支援費のみを算定可能 

モニタリング対象月 

居宅介護支援事業所等との連携を

行った場合 

居宅介護支援事業所等連携加算として請求

可能（月 1 回訪問した場合、残り 1 回はオン

ライン可） 

計画決定月・モニタリング対象月以外 

居宅介護支援事業所等連携加算 

（150 単位）として請求可能 

①文書による情報提供※ 

居宅介護支援事業所等連携加算 

（300 単位）として請求可能 

②月に 2 回以上の面接※ 
③つなぎ先機関の主催する利用者の支援

に係る会議に参加 

居宅介護支援事業所等連携加算 

（300 単位）として請求可能 

P9具体書式例あり 

月１回訪問した場合、残

り１回はオンライン可 
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居宅介護支援事業所等連携加算の算定方法について  

（ⅰ）支給決定期間とサービスの利用終了月が同一の場合 

サービス利用終了から起算して６月の範囲内で支援が終了した後に 

支給決定期間の終期月分として改めて請求すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）支給決定の有効期間内にサービスを受ける必要がなくなった(サービス の利用を終了した)場合 

支給決定の有効期間内の支援として通常のとおり請求すること。 

 

 

 

 

 

 

加算と連携先 

障害福祉サービス事業者、一般相談支援事業者、障害児
通所支援事業者、障害児入所支援施設、指定発達支援医
療機関、病院、企業、保育所、幼稚園、認定こども園、
小学校、中学校、高等学校、専修学校、大学、特別支援
学校、公的な支援機関や他法他施策に基づく支援機関
（※）及び地方自治体
（※）公的な支援機関や他法他施策に基づく支援機関の例
保護観察所、公共職業安定所、保健センター、地域包括支援セン
ター利用者支援事業、自立相談支援機関、包括的相談支援事業、
他機関協働事業、居住支援法人、精神保健福祉センター、保健
所、更生相談所、児童相談所、発達障害者支援センター、高次脳
機能障害者支援センター、子ども家庭支援センター、配偶者暴力
相談支援センター、女性センター

集中支援加算

加算名 連携先（つなぎ）先

指定居宅空き後支援事業所、指定居宅介護予防支援事業
所、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、
高等学校、専修学校、大学、特別支援学校、企業及び障
害者就業・生活支援センター

居宅介護支援事業所等連携加算
（介護保険への移行、進学、企業等へ
の就職による障がい福祉サービス利用
終了時）

保育・教育等移行支援加算
（進学、企業等への就職による障害児
通所支援利用終了時）

保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、高等
学校、専修学校、大学、特別支援学校、企業及び障害者
就業・生活支援センター

令和 3年度障害福祉サ

ービス等報酬改定に

関するＱ＆Ａ 

ＶＯＬ.2 問 35 

令和 3年度障害福祉サ

ービス等報酬改定に

関するＱ＆Ａ 

ＶＯＬ.2 問 33 
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居宅介護支援事業連携加算（会議参加）の書式例 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者氏名 相談支援専門員氏名

実施年月日 R5 年 5 月 21 日 実施時間 ～

出席者 ○○居宅介護事業所　ケアマネジャー　　高岡　一郎　氏

青島相談支援事業所　相談支援専門員　　青島　太郎

△ヘルパー事業所　　サービス管理責任者　　佐土原　梅子　氏

支援の経過

　Ｈ27年5月より障がい福祉サービス申請があり、△ヘルパー事業所に依頼し、家事援助
〇時間/月、身体介護　〇時間/月　を利用してきた。
　Ｒ2年7月より本人からの希望にて　家事援助　〇時間/月、身体介護　〇時間/月に支
援を増やしている現状がある。
　 R5年8月に障がい福祉サービス支給量終了月であり、65歳となるため介護保険への移
行検討が必要になってきている。

9:30 10:20

実施場所（自宅・事業所名など） 〇〇居宅介護事業所

居宅介護事業所等連携加算　(会議参加)

支援上の課題

課題への対応策

　入浴はデイサービスに通所することで可能になる。それ以外の家事援助（調理）に関して
は宅食を検討してもらうことも必要。
　洗濯や掃除に関しては、介護保険サービスでみるか、ふれあいハートサービスの利用を検
討していく。また、障がい福祉課に併給について相談していく。

　体力低下により、今後もこれまでの生活を続けるためには、支給量と同量のサービスが必
要と思われる。
　介護度により、利用できるサービスが限られてくると思われるため、サービスの見直し、イン
フォーマル資源の活用も必要になってくる。

 宮崎　花子 青島　太郎
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入退院時の支援に関して：入院時情報連携加算と退院・退所加算 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊1月に 1回が限度 

＊入院時情報連携加算ⅠとⅡの同時算定不可 

 

 

 

 

 

例）入院開始 

    ｜  

    ｜ 

    ｜ 

   退院 

 

 

 

 

＊1回の入院、入所中に 3回を限度として加算可能 

＊初回加算を算定する場合は算定不可 

 

 

P11に具体書式例あり 

入院先の病院等を訪問しての情報提

供 
入院時情報連携加算Ⅰ（300 単位）と

して請求可能 利用者が入院した場合の情報提供

について 

文書等・訪問以外の方法での情報提供 

入院時情報連携加算Ⅱ（150 単位）と

して請求可能 
電話やＦＡＸ、メール 

利用者が退院・退所した場合：退院・退所加算 

相談支援専門員が、医療機関等の多職種から情報収集することや、医療機

関等における退院・退所時のカンファレンスに参加して情報収集をおこな

った上で、サービス等利用計画を作成した場合に退院・退所加算（300 単

位）可能。 

これらの情報収集等を 3 回実施し、計画等を作成した場合、サービス利用

支援費と同月に、退院・退所加算（300 単位×3 回＝900 単位）請求可能。 
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入院時情報連携加算（Ⅰ）の例 （厚生労働省ＨＰに参考様式あり） 
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通院同行時の支援に関して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本報酬算定月 

障害福祉サービス以外の福祉サービス等

提供機関（訪問看護含む）と連携を行い、

計画作成又はモニタリングを行った場合）

医療・保育・教育機関等連携加算 通院同

行（300単位）として請求可能。 

病院等を訪問し、当該病院等の職員

に対して、利用者の心身の状況、生活

環境等の利用者に係る必要な情報を

提供した場合 

（月３回を限度算定できるが、 

同一の病院等については月１回を 

限度とする。） 
基本報酬算定月以外 

集中支援加算 通院同行（300単位）として

請求可能 
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その他の加算取得の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その際、同時にモニタリングを行い、

継続支援サービス利用費を請求 

モニタリング月 

本計画作成後、必要があり自宅

訪問を月 2 回以上行った場合 

（月１回訪問した場合、残り１

回はオンライン可） 

集中支援加算 訪問（300 単位）として

請求可能 

基本報酬算定月以外 
ア 

計画変更等の検討をした場合、継続支援

サービス利用費と同月に、サービス担当

者会議実施加算（100 単位）を請求可能 

モニタリング月 

本計画作成後、会議を開催し

た場合（オンライン可） 

集中支援加算 会議開催（300 単位）と

して請求可能 

基本報酬算定月以外 イ 

障害福祉サービス等以外の福祉サービス等

提供機関（訪問看護含む）と連携を行い、計

画作成又はモニタリングを行った場合）であ

り、障がい福祉サービス等以外の福祉サー

ビス等提供機関との面談・会議を行った場

合、医療・保育・教育機関等連携加算 面

談・会議として請求可能 

計画作成月 ……（200 単位） 

モニタリング月…（300 単位） 

基本報酬算定月 

障がい福祉サービス等（障がい福祉

サービス又は地域相談支援）の利用

に関して、利用者等の求めに応じた

もの 
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他機関（病院、企業、保育所、特別

支援学校又は地方自治体等）が、

主催する会議に参加した場合 

（オンライン可） 

ウ 
集中支援加算 会議参加（300 単位）

として請求可能 

基本報酬算定月以外 

基本報酬算定月 

カンファレンス内容や面談内容を元に

計画に反映した場合、医療・保育・教育

機関等連携加算 面談・会議として請求

可能 

計画作成月 ……（200 単位） 

モニタリング月…（300 単位） 

＊モニタリング月以外にア・イ・ウをそれ

ぞれ同月に行った場合、 

集中支援加算 300 単位×3＝900 単位

の請求が可能になる 

 

サービス利用支援費・継続支援サービス

利用費と同月にサービス提供時モニタ

リング加算（100 単位）を請求可能 

基本報酬算定月 

障害福祉サービス提供時または、障

害福祉サービス等の提供場所を訪

問し、その場面を直接確認し、確認

結果の記録を作成した場合 

サービス提供時モニタリング加算（100

単位）として請求可能 

基本報酬算定以外 
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＊サービス提供時モニタリング加算は、単独での請求が可能です。 

＊サービス提供時モニタリング加算は、利用者一人につき、1 月に 1 回が限度となります。 

＊1 人の相談支援専門員が 1 月に請求できる当該加算の件数は 39 件が限度となります。 

＊相談支援専門員が兼務者の場合、兼務先の事業所のサービス提供時のモニタリングを行ってもサービ

ス提供時モニタリング加算は算定できません。兼務先でない場合には、同一敷地内の場合でも算定可能

です。 

＊サービス提供時モニタリング加算の「障がい福祉サービス等」は、計画相談支援・障がい児相談支援の

対象となるサービスのみ（介護給付、訓練等給付、地域相談支援、障がい児通所給付）が該当します。

地域生活支援事業などは対象となりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本報酬算定月 

医療・保育・教育機関等連携加算（障害福

祉サービス以外の福祉サービス等提供機

関（訪問看護含む）と連携を行い、計画作

成又はモニタリングを行った場合）とし

て（150 単位）請求可能 

基本報酬算定月以外 

集中支援加算 情報提供（150 単位）とし

て請求可能 

文書等による情報提供（①病院等・訪

問看護事業所へ情報提供を行った場

合、②その他（①以外）の福祉サービ

ス提供機関等に情報提供を行った場

合、それぞれについて月１回算定

可。） 

情報提供 

①の機関への情報提供にあたっ

ては、入院時情報提供書（P１２）

を参考に行うこと。 
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Q＆A 

Q1.更新のタイミングで相談支援事業所変更になる際、前相談支援事業所がモニタリングした場合、継続

サ―ビス支援費を請求できる？（①）また、変更後の相談支援事業所が計画作成から行った場合、サ

ービス利用支援費を請求できる？（②） 

A．①支給決定を行う市町村が変わらない場合、算定不可。P6 参照。 

②モニタリング・アセスメント～計画作成の一連の流れを分割して行うことはできないため、計画作

成から行う場合は、変更後の事業所もサービス利用支援費は算定不可。ただし、モニタリング・アセ

スメントを改めて行う場合は、算定できる。 

  一連の流れをどちらの事業所が行うかは、きちんと話し合って決めましょう！ 

 

Q2.市外からの転入してきた場合、初回加算は請求できる？ 

A. 障害児相談から障害児相談のまま、または、計画相談から計画相談のままであれば請求不可。P5 参

照。 

 

Q3.市外からの転入のタイミングが児童から者になる場合、初回加算は請求できる？ 

A. 児童から者になる場合は、請求可能。P5 参照。 

 

Q4.更新のタイミングで、自宅でのモニタリング実施後、学校でも先生を交えて、面談を実施。 

担当者会議時には、学校は日程調整が難しかったため、不参加。先生から面談時に聞き取りをした内

容を相談支援専門員が代弁してお伝えした。この場合請求できるものは何か？ 

 Ａ. 障がい児支援利用費、医療・保育・教育機関等連携加算面談（計画作成月 200 単位）が請求可能。 

また、担当者会議以前に学校との面談を実施していなくても、担当者会議に学校の職員に参加して

もらい、必要な情報を受けた場合も、医療・保育・教育機関等連携加算面談（計画作成月 200 単

位）が請求可能となる。 

※学校以外の、福祉サービス提供機関の場合も同様。 
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*

□退院・退所加算（　□１回目　□２回目　□３回目　）

□居宅介護支援事業連携

各種加算内容報告（記録）　　　　　
請求月（　　　月　　　日）

利用者氏名 　相談支援専門員

実施年月日 　  年　　　　月　　　　　日　 　実施時間 ～

　実施場所　　　□自宅　　　　　□事業所名等(                                                 )

　提供先機関名（担当者）

該当する加算にチェックを入れる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*　添付資料（　有　・　無　）

□サービス提供時モニタリング
□単独 必須記載事項 １　　・　　２　　・　　３　　・　　４

□モニタリング時 必須記載事項 １　　・　　２　　・　　３　　・　　４

必須記載事項 ４　　・　　５

必須記載事項 ４

□医療・保育・教育機関等連携 必須記載事項 ４　　・　　５

　１．確認事項

　　　検討した項目

　２．提供されていた支援

　３．サービス提供時の
      利用者の様子

　４．情報交換等の内容

　　　その他

　５．情報交換の結果から
　　　サービス等利用計画に
　　　反映されるべき事項

＜宮崎市参考様式　・ 宮崎市自立支援協議会　相談支援部会作成＞

宮崎市自立支援協議会相談支援部会

では、 

サービス提供時モニタリング加算/

退院退所加算/居宅介護支援事業所

連携加算/医療・保育・教育機関等

連携加算が一式に記入できる様式も

作成しております。 

宮崎市ホームページ 宮崎市自立支

援協議会のページにアップされてお

りますので、是非参考にしてくださ

い。 


